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外壁面の1面の3分の1まで使用でき
るサブカラーについて、色彩基準の
範囲を広げます。

説明のポイント１

※ベースカラー、アクセントカラーの  
 色彩基準は変更しません。

はじめに

 景観条例の届出が必要となる
戸建て住宅で使える色彩の範囲を一部拡大します。
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 市では、昨今の社会情勢の変化やライフスタイルの多様化、本市のまちなみ景観の
現状を踏まえて、戸建て住宅にかかる色彩基準の一部見直しを検討しています。



説明のポイント２

はじめに

 今回対象となるかたは、一部の市民のかたに限られます。
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■景観の届出が必要となる建築行為の例

①重点地区（彩都や箕面森町など）のなかで戸建て住宅の
 建築等を行う場合

②重点地区以外の地区（その他の地区）のなかで、敷地面積 
 が500㎡を超えるもしくは軒の高さが10ｍを超える戸建て
 住宅の建築等を行う場合

大半の市民のかたは
対象になりません。

敷地面積が150㎡
（約45坪）の戸建て住宅

敷地面積が500㎡（約
150坪）超の戸建て住宅

対象外 対象
次のページから詳しく
ご説明します。
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②の例

■平成20年（2008年）4月  箕面市景観計画 策定

■区域の設定：山なみ景観保全地区
       止々呂美田園景観保全地区
       山すそ景観保全地区          
       都市景観形成地区  
       景観配慮地区                                 
       その他の地区（重点地区を除く地区）

■目的： 北摂山系の山なみ景観を保全
     緑豊かな自然・文化・歴史あふれる都市景観を保
    全・育成 暮らしを支えるまちなみの魅力を高める
    まちづくりの実現

■制限事項：緑化・垣または柵の設え・敷際の設え
      外観の意匠・色彩 等

重点地区
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１．戸建て住宅の色彩基準について

（１）景観計画について

山なみを背景とした本市の景観

景観形成は、様々な要素で構成されていますが、
今回は「色彩」に関する基準の一部を変更します。



重点地区（箕面森町）

山を背景に緑豊かな住宅地景観が形成されている。

１．戸建て住宅の色彩基準について

重点地区（彩都粟生地区）
（２）現在のまちなみの様子

道路側の緑化など潤いある住宅地景観が形成され
ている。

その他の地区

住宅地と調和したデザイン性の高い店舗が立地し
ています。

住宅の色彩に濃淡があり変化のあるまちなみ景観
が形成されている。

重点地区（小野原西地区）
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緑豊かな良好なまちなみ景観が形成されています。
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令和5年平成20年

景観施策の初動期 社会情勢・ライフスタイルの変化

（周知・啓発）

景観施策の醸成期

（規制・誘導） 市民・事業者の景観意識の高揚

大規模な建築物や重点地
区の戸建て住宅の色彩に
ついて届出・協議を実施

・景観ルールは良好な景観形
 成に役立っている。
・使える色彩の範囲が狭く自
 由に建築できない。
・景観の協議は時間がかかる。

１．戸建て住宅の色彩基準について

（３）市の景観形成に関する近年の取り組み経過

様々なご意見

約15年経過
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外観の基調色のうち、最も広い面積を占める
色を指し、イメージを決める色です。

外観の基調色となる色のうち、壁面が長大で
単調な場合等に、適度な変化を与えて周辺に
与える圧迫感を軽減させるための色です。
今回、サブカラーの色彩基準の変更を検討します。

基調色に対してコントラストを持つ強調色の
ことで、全体を引き締めたり、部分や形状を
効果的に強調し変化を演出し、まちなみの
「活気」や「彩り」を印象づける色です。

■ベースカラー（面積制限なし）

■サブカラー（１壁面の3分の１まで使用可）

■アクセントカラー
（１壁面の20分の１まで使用可）

１．戸建て住宅の色彩基準について

（４）外観の色彩の種類と考え方

壁面の色彩は、これら３種類に分けて考えます。それぞれに彩度明度の範囲
および使用面積の制限があります。
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マンセル値（例)

明度（明るさ）

明

暗 彩度（鮮やかさ）

くすんだ 鮮やか

無彩色 有彩色

 マンセル値・・・色彩の色相、明度、彩度を数値で表しています。 
         建築物の外観の色彩は、マンセル値により判断しています。
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（５）色彩基準に使用する「マンセル値」について

色相 明度 彩度
５YR ７ ／ ３

色相（色味の違い）
YR：ベージュ系
Y：黄系
R：赤系
G：緑系
B：青系 等

１．戸建て住宅の色彩基準について



外壁面の1面の3分の1まで使用でき
るサブカラーについて、色彩基準の
範囲を広げます。

見直しポイント１

※ベースカラー、アクセントカラーの  
 色彩基準は変更しません。

２．戸建て住宅の色彩基準の見直し案

 戸建て住宅のサブカラーに限り色彩基準を拡大する。
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・景観計画策定から15年経過し、市民や事業者の景観への理解が深まり、届出の
 有無にかかわらず、周辺景観に配慮した住宅地が形成されている。
・戸建て住宅以外の規模の大きな建築物（マンションや店舗等）の色彩が周辺景
 観に与える影響はこれまで同様に大きいことを考慮する。

（１）見直しの方針１
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色相
（色味の違い）

彩度（鮮やかさ）

ベースカラー
（面積制限なし）

サブカラー
（１壁面の1/3）

アクセントカラー
（１壁面の1/20）

YR
（ベージュ）

４以下
↓

変更なし

（重点地区）
（その他地区）

４以下
↓

（重点地区）
（その他地区）

６以下

制限なし

↓

変更なしY（黄）
R（赤）

３以下
↓

変更なし

３以下
↓

変更なし

G（緑）
B（青）

２以下
↓

変更なし

２以下
↓

変更なし
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彩度のマンセル数値変更

（２）サブカラーの変更案（彩度の変更）

２．戸建て住宅の色彩基準の見直し案



色相
（色味の違い）

明度（明るさ）

ベースカラー
（面積制限なし）

サブカラー
（１壁面の1/3）

アクセントカラー
（１壁面の1/20）

YR
（ベージュ）

（重点地区）
６～８

（その他地区）
６～９

↓

変更なし

（重点地区）
６～８

（その他地区）
５～９

↓

（重点地区）
３～９

（その他地区）
３～９

（全地区）
制限なし

↓

変更なし

Y（黄）
R（赤）

G（緑）
B（青）
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明度のマンセル数値変更

（３）サブカラーの変更案（明度の変更）

２．戸建て住宅の色彩基準の見直し案
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明度

明

暗

彩度くすんだ 鮮やか

１．サブカラーのみ変更する。ベースカラー、アクセントカラーは変更なし。
２．彩度YR（ベージュ）の範囲を広げる。Y、R、G、B等は変更なし。
３．明度の範囲を広げる。

（例：色相YR、Gの場合）
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（４）サブカラーの変更案（マンセル値の変更範囲）

現行 見直し案

サブカラーの色彩基準の範囲を拡大します。

２．戸建て住宅の色彩基準の見直し案



例【10YR4／2】
明度が低いため、これまで使用不可
であったが、使用可とする。

（５）サブカラーの使用例

これまで同様に、彩度の高い鮮やかな色彩などは、色彩基準の拡大範囲
に含みません。

例【5R8／14】
彩度の高い色彩は、これまでと
同様に使用不可。

これまで不可を可にします これまでと同様に不可

２．戸建て住宅の色彩基準の見直し案
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２．戸建て住宅の色彩基準の見直し案

例【10YR4／2】
明度が低いため、これま
で使用不可であったが、
使用可とする。
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見直しポイント２
 戸建て住宅以外の建築物（マンション、倉庫等）については
 周辺景観への影響が大きいことから現在の色彩基準から変更しない。

（６）見直しの方針２

例【10YR4／2】
大規模な建築物については、
周辺景観への影響が大きい
ためこれまで通り使用不可



3．対象区域と対象行為について

（１）景観計画区域図
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3．対象区域と対象行為について

（２）戸建て住宅の色彩基準変更区域一覧
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種別 届出が必要な行為
R4年度

届出件数
色彩基準

全ての建築行為等 0 変更有り

全ての建築行為等 0 変更なし

桜井駅前地区 0

箕面船場駅前地区 0

川合・山之口地区 0

箕面新都心地区 0

桜ヶ丘二丁目大正住宅博覧会地区 0

彩都粟生地区 15

外院二丁目地区 0

小野原西地区 5

箕面森町（水と緑の健康都市）地区 11

箕面森町地区の一部区域（ピースガーデン） 50

白島三丁目東急不動産開発地区 0

今宮三丁目東急不動産開発地区 0

府道豊中亀岡線沿道 0

桜ヶ丘二丁目大正住宅博覧会周辺地区

（田村橋通り沿道、紅葉橋通り沿道含む）
2

百楽荘弥生通り沿道 0

滝道沿道（風致地区含む） 0

  ①敷地面積500㎡超

  ②軒高10メートル超

     いずれかの建築行為等

0 変更有り

重点地区を

除く地区

  ①敷地面積500㎡超

  ②軒高10メートル超

     いずれかの建築行為等

1 変更有り

※都市景観形成地区のうち、「変更なし」の地区については、独自のマンセル値による色彩基準有り

※「届出が必要な行為」に該当しない場合は、色彩の制限はなし（自由な色彩で建築可能）

地区名

山なみ景観保全地区

止々呂美田園景観保全地区

山すそ景観保全地区

その他の地区

全ての建築行為等 変更なし

景観配慮地区 全ての建築行為等 変更有り

重点地区

都市景観形成地区

全ての建築行為等 変更有り
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3．対象区域と対象行為について

対象区域の戸建て住宅に対して次の行為を行う際に、色彩基準が適用されます。

・新築、増築、改築もしくは移転
・外観を変更することとなる修繕（大規模修繕に限る）
・模様替（大規模の模様替に限る）
・色彩の変更（外観の一の面の面積の過半の色彩の変更に限る*）

（３）色彩基準が適用される建築行為

*「外観の一の面の面積の過半の色彩の変更」とは、外壁リフォームなどで
 外壁の半分を超える面積の色彩を変更することをいいます。
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3．対象区域と対象行為について

景観の手続きに関する相談制度を設け、市の担当者や、専門家が景観形成に
ついてサポートしています。お気軽にご利用ください。

（４）各種相談制度

*「外観の一の面の面積の過半の色彩の変更」とは、外壁リフォームなどで
 外壁の半分を超える面積の色彩を変更することをいいます。

これからも市民や事業者の皆様と一緒に、「箕面らしい」緑豊かで
良好な景観形成を行ってまいります。

市の担当者が事前に
建築内容を確認します。

ご希望により、専門家による
景観形成の相談を受けられます。

【参考】景観の手続きの流れ
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パブリックコメントを実施し、市民のみなさ
んからのご意見を募集しています

【12月4日～1月5日】

いただいたご意見を集約･整理の上､
市の考え方を整理します

2月頃 パブリックコメントの結果の公表

3月頃 都市計画審議会・都市景観審議会

景観計画の変更

「箕面市景観計画（色彩基準）の変更について」は、以下の

方法でご覧いただけます。

■市内の各施設で閲覧
・市役所（まちづくり政策室、行政資料コーナー）
・豊川支所、止々呂美支所
・総合保健福祉センター
・西南生涯学習センター
・中央・船場・東図書館
・みのお市民活動センター

■市ホームページで閲覧
https://www.city.minoh.lg.jp/business/keikan/index.html

■説明会 下記のとおり説明会を実施します
 日時：令和5年12月7日(木)午後７時00分から
 場所：東生涯学習センター 講座室
 定員：30人（当日先着順）

 日時：令和5年12月8日(金)午後７時00分から
 場所：西南生涯学習センター 大会議室
 定員：30人（当日先着順）

 日時：令和5年12月13日(水)午後７時00分から
 場所：みのお市民活動センター 多目的室
 定員：30人（当日先着順） 19

４．今後のスケジュール

パブリックコメント以降の流れは次のとおりです。


